
奈
良
県
告
示
第
百
七
十
号

古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百

八
十
四
号
）
第
六
条
第
一
号
ホ

た
だ
し
書
、
同
条
第
二
号
イ
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
三
号
ホ

た
だ

(4)

(3)

し
書
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
用
途
に
よ
っ
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
知
事
が
指
定
す
る
建
築
物
及
び

知
事
が
指
定
す
る
高
さ
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
二
年
八
月
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

指
定
す
る
建
築
物

明
日
香
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ゾ
ー
ン
（
明
日
香
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ゾ
ー
ン
地
区
計
画
が
定
め
ら
れ
た

区
域
を
い
う
。
）
に
お
い
て
建
築
さ
れ
る
公
共
公
益
施
設
で
あ
っ
て
、
当
該
施
設
と
し
て
の
機
能
上

又
は
技
術
上
の
理
由
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
高
さ
が
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
が
や
む

を
得
な
い
も
の

二

指
定
す
る
高
さ

前
号
に
規
定
す
る
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
、
十
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
同

号
の
理
由
に
よ
り
必
要
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
最
小
限
の
高
さ
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